
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成27年8月21日提出

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼執行役社長 渡邊　国夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号

【事務連絡者氏名】 松井　秀仁

【電話番号】 03-3241-9511

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型

上場投信

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

(1)当初自己設定日(平成27年8月21日)

　100億円を上限とします。

(2)継続申込期間(平成27年8月24日から平成28年12月15日まで)

　10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

1/4



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　平成27年 8月 5日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の「当初元本」等

に訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示

し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】

（２）内国投資信託受益証券の形態等

＜訂正前＞

追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り、当初自己設定日の前営業日の「JPX日経400レバレッジ・インデックス」(「対

象指数」といいます。)の終値に100.03％を乗じて得た値を1ポイント＝1円に換算した額（小数点以下は切

り上げます。）とします。

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提

供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関

の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセット

マネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

＜訂正後＞

追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り、20,199円とします。

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提

供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関

の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセット

マネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

（４）発行（売出）価格

＜訂正前＞

①当初自己設定日
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当初元本は1口当り、当初自己設定日の前営業日の対象指数の終値に100.03％を乗じて得た値を1ポイ

ント＝1円に換算した額（小数点以下は切り上げます。）とします。

②申込期間

取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額
※
に100.03％の率を乗じ

て得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。

なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当

日の申込みとします。

※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい

ては100口当りの価額で表示されます。

 

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

 

＜訂正後＞

①当初自己設定日

当初元本は1口当り、20,199円とします。

②申込期間

取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額
※
に100.03％の率を乗じ

て得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。

なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当

日の申込みとします。

※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい

ては100口当りの価額で表示されます。

 

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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